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授業料免除を申請するに当たり，下記のとおり申し立てます。 

 

記 

 

以下の①～⑥に該当する場合のみ認定されます。 

母子・父子世帯として申請する場合、申請者本人が該当する番号の□にレ点をつけてください。 

□ ① 母又は父と 18 歳未満の子の世帯 

□ ② 母又は父と 18 歳未満の子及び 60 歳以上で経済力のない祖父母の世帯 

□ ③ 18 歳未満の子の世帯 

□ ④ 祖父母と 18 歳未満の子の世帯 

□ ⑤ 配偶者のいない兄姉と 18 歳未満の子の世帯 

□ ⑥ 配偶者のいない兄姉と 18 歳未満の子及び 60 歳以上で経済力のない祖父母の世帯 

なお、母子父子家庭の認定は大学で行いますので、申請しても認定されない場合があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

項目①～③の□に，レ点をつけてください。（無の場合も無にレ点をつけてください。） 

①  
児童扶養手当 

受給の有無 

□ 有 

 

□ 無 

有の場合（※申請時現在の受給証明書を貼付台紙へ貼付してください） 

       

（月額）     円 ×   月＝（年額）      円 

②  

死別の場合 

遺族年金 

受給の有無 

□ 有 

 

□ 無 

有の場合（※申請時現在の振込通知書を貼付台紙へ貼付してください） 

（振込通知書の金額）×（年間振込回数）＝（年額） 

 

       円 ×    回＝（年額）      円 

生別の場合 

父又は母より 

養育費等の 

援助の有無 

□ 有 

 

□ 無 

有の場合 

（続柄）   （氏名）       より援助がある。 

 

（月額）     円 ×   月＝（年額）      円 

③ 
親戚・知人からの 

援助の有無 

□ 有 

 

□ 無 

有の場合 

（続柄）   （氏名）       より援助がある。 

 

（月額）     円 ×   月＝（年額）      円 

 

【大学認定欄】  母子・父子家庭に   □該当する  □該当しない 

※1) 18 歳以上でも「18 歳未満の子」として取り扱う者は、「18 歳以上の就学者」及び「長期療養、心身障害 

等のために経済力のない者」です。具体的には以下のとおりです。 

  ・申請者本人（18 歳以上でも可） 

  ・兄弟姉妹（就学者）       

  ・兄弟姉妹（長期療養者）    在学証明書、診断書、障害者手帳等で証明できる場合のみ 

  ・兄弟姉妹（心身の障害等） 

注 1）長期療養者とは、「申請時現在療養中であり、6 ヶ月以上の療養期間を要する者」で、医療費等を 

支払っている者をいい、療養が終わっている者は該当しません。診断書には、病名及び申請時を 

含めた前後 6 ヶ月以上の期間療養を必要とすることを必ず記載してもらってください。 

  注 2）「経済力のない者」とは、所得の年額が 50万円以下の者をいいます。 

※2)「経済力のない祖父母」とは，所得の年額が 50万円以下の祖父母をいいます。 

※3) 詳細を確認するため、別途追加書類の提出をお願いすることがあります。 


